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平成１６年豪雨災害を受けての
災害対策の改善



◆平成１６年豪雨災害を受けての災害対策の改善

平成１６年豪雨災害



◆豪雨災害対策総合政策委員会

＜委員会設置趣旨＞

　自然的・社会的条件から災害に対して脆弱な国土構造を有する我が国にお.

いては、古くより水害・土砂災害・高潮災害等についての防災対策が行われ、

これまでの我が国の発展を支える社会経済活動の基盤が整備されてきた。

　こうした中、今年は、梅雨期の集中豪雨や度重なる台風の上陸により、全

国各地で激甚な水害、土砂災害及び高潮災害が数多く発生した。これらは、

未だ災害に対する整備水準が低いことも大きな要因であるが、近年の集中豪

雨の増加などの自然的状況の変化や、少子商齢化などの社会的状況の変化に

起因した新たな災害の様相を呈するものでもあった。

　安全で安心できる社会の形成を図るためには、今年の災害から浮かび上が

った新たな課題に的確に対応すべく、これまでの災害対策を総点検し、その

抜本的な改善を図る必要があり、本委員会が設けられた。



◆豪雨災害対策総合政策委員会

＜委員会名簿＞

　（株）ハレックス取締役会長山　本　孝　二　〃　　

　京都大学大学院農学研究科教授水　山　高　久　〃　　

　中央大学研究開発機構教授福　岡　捷　二　〃　　

　千葉県野田市長根　本　　　崇　〃　　

　東京農工大学大学院農学研究科教授中　村　浩　之　〃　　

　名古屋大学大学院工学研究科教授辻　本　哲　郎　〃　　

　金沢大学工学部教授玉　井　信　行　〃　　

　東洋大学社会学部教授田　中　　　淳　〃　　

　東京大学工学部教授佐　藤　愼　司　〃　　

　学習院大学法学部教授櫻　井　敬　子　〃　　

　ＮＨＫ報道局気象・災害センター長小　嶋　富　男　〃　　

　群馬大学工学部助教授片　田　敏　孝委　員　

　（財）水資源協会理事長近　藤　　　徹委員長

※五十音順



◆豪雨災害対策総合政策委員会

＜委員会の進め方＞



◆緊急提言



◆緊急提言



◆緊急提言

＜引き続き検討すべき施策＞

災害対策の計画、各施設等の整備・管理のあり方を含む総合的な検討につ
いては、以下の視点で引き続き進めるものとし、技術的な整理を踏まえ、
今春を目途に具体的内容をとりまとめることとする。

①避難勧告等の発令基準（関係委員会と連携）

②避難勧告等の情報を入手していない状況下でも的確な判断・行動につなが
る災害状況等の情報の提供

③管理水準の区分設定と管理内容の基準化

④整備前途段階でも被害の最小化を図る危機管理体制

⑤大規模な自然災害等が発生した後の原因と対応等についての調査検討体制

⑥従前の計画論にこだわらない多様な整備手法

⑦孤立化等を防止する施設整備

⑧水防団等の水防技術力向上

⑨被災者支援センター設立の支援

⑩防災教育等の推進についての支援



◆アクションプラン



◆水災防止体制のあり方研究会

＜研究会設置趣旨＞

　今年は新潟県や福井県を中心に全国各地で甚大な水災被害が発生し、高齢
者や児童をはじめとする災害時要援護者への支援措置、洪水時における住民
への情報提供など、今後の水災防止体制のあり方について、様々な課題が明
らかになってきた。

　そこで、今後の水災防止体制のあり方を探ることを目的に、次の２点につ
いて検討を行うため、本研究会が設けられた。

○水災防止力の強化

　地域の水災防止を中心的に担ってきた水防団員の減少など、水災防止力の低下が
懸念されている。水防団の強化や、近年増加している住民参加の防災活動との連携促
進、行政との協力関係の充実等、水災防止活動を効果的に行うための体制の確立につ
いて検討を行う。

○水災防止にかかわる情報提供のあり方　

　水災には事前及び発災中においてある程度の予測や準備が可能であるという特性
があり、人的被害をなくすために必要な情報提供のあり方について検討を行う。



◆水災防止体制のあり方研究会

＜研究会名簿＞

（株）ハレックス　会長（※元気象庁長官）山本　孝二

中央大学理工学部　教授山田　正

（社）近畿建設協会

（※淀川左岸水防事務組合　元収入役）
柗永　正光

郡山市水防管理者（※郡山市長）藤森　英二

東洋大学社会心理学科　教授田中　淳

富士常葉大学環境防災学部　教授重川　希志依

NHK気象災害センター長小嶋　富男

NPOレスキューストックヤード　代表理事栗田　暢之

群馬大学工学部　助教授片田　敏孝委　員 　

関東学院大学工学部土木工学科　教授宮村　忠座　長 　

※敬称略、五十音順



◆水防法などの主な改定内容
＜閣議決定平成１７年２月１日＞

　　地域の水災及び土砂災害の防止力の向上を図るため、浸水想定区域を指
定する河川の範囲の拡大、中小河川における洪水情報等の提供の充実、水
防協力団体制度の創設、非常勤の水防団員に係る退職報償金の支給規定の
創設、土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実等所要の改正を行う。

　　(1)水防法の一部改正

　　　①浸水想定区域の指定対象河川の拡大及び浸水想定区域における

　　　　警戒避難体制の充実等

　　　②洪水予報制度の充実

　　　③水防協力団体の指定制度の創設

　　　④非常勤の水防団員に係る退職報償金支給規定の創設

　　　⑤浸水想定区域の指定に必要な調査に関する助成措置等
　

　　(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

　　　　法律の一部改正

　　○土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実



◆集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の
　　避難支援に関する検討会
＜検討会設置趣旨＞

　有識者、地方自治体等からなる検討会を設置し、

A　避難勧告・指示、避難行動マニュアル関係

・判断に必要な情報のあり方（活用できる情報とその精度等）

・避難勧告・指示の判断基準のあり方（河川等の状況レベルと警戒、
避難準備、避難、解除等）

・避難勧告・指示の準備のための注意情報の提供

・防災関係機関内の情報伝達体制も含めた危機管理体制のあり方

・報道機関との連携も含めた、住民への迅速・確実な伝達手段

B　高齢者等災害時要援護者の避難支援ガイドライン関係

・先進事例等の調査研究

・高齢者等災害時要援護者の救援プランや、情報活用の仕組み

　等について検討することを目的とする。



◆集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の
　　避難支援に関する検討会
＜検討会名簿＞

内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害応急対策担当)上村　章文
内閣官房参事官(安全保障・危機管理担当)安田　実
国土交通省河川局河川計画課長布村　明彦

総務省情報通信政策局地上放送課長南　俊行
厚生労働省大臣官房総務課長榮畑　潤
気象庁総務部企画課長小佐野　愼悟
消防庁防災課長下河内　司

熊本県水俣市総務企画部長高口　義幸
福島県郡山市総務部長佐藤　潤吉
福井県県民生活部長旭　信昭
新潟県危機管理監大口　弘人
愛知県防災局長酒井　俊幸
社会福祉法人全国社会福祉協議会理事・事務局長和田　敏明
京都大学防災研究所教授林　春男
名古屋大学大学院工学研究科教授辻本　哲郎
東洋大学社会学部教授田中　淳
富士常葉大学環境防災学部教授重川　希志依
帝京大学法学部教授志方　俊之
NHK報道局気象・災害センター長小嶋　富男
NPOレスキューストックヤード代表理事栗田　暢之
立教大学社会学部教授川村　仁弘
群馬大学工学部助教授片田　敏孝
板橋区板橋福祉事務所長鍵屋　一

東京大学生産技術研究所助教授沖　大幹
東京農工大学大学院助教授石川　芳治
東京大学地震研究所教授阿部　勝征
フリーアナウンサー青山　佳世
東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授廣井　脩座長

※敬称略順不同



◆集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の
　　避難支援に関する検討会
＜検討骨子＞

出典：第４回検討会　参考資料



◆災害情報普及支援室設置



◆災害情報普及支援室設置



◆災害情報普及支援室設置

＜支援室名簿＞
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